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TAX INFORM
ATION

納
期
前
納
付
報
奨
金
制
度

が
変
更
と
な
り
ま
す

　

６
月
は
町
県
民
税
第
１
期
の
納

期
で
す
。
第
１
期
の
納
期
限
ま
で

に
全
期
分
を
納
付
さ
れ
た
場
合
に

交
付
し
て
い
る
納
期
前
納
付
報
奨

金
の
交
付
率
な
ど
を
、
本
年
度
よ

り
次
の
と
お
り
改
定
し
ま
す
。

　

な
お
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
税

を
ご
利
用
の
方
で
納
付
区
分（
全

納
か
ら
期
別
ま
た
は
期
別
か
ら
全

納
）の
変
更
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
印
鑑（
認
印
）を
ご
持
参
の
う

え
６
月
19
日（
金
）ま
で
に
役
場
税

務
課
で
変
更
の
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

改
定
内
容

・
納
期
前
納
付
報
奨
金
の
交
付
率

　

0.3
％

・
報
奨
金
の
限
度
額

　

３
万
円

・
納
期
前
納
付
可
能
な
納
期

　

１
期
に
全
額
納
付

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場 

税
務
課

　

内
線
１
７
５
・
１
７
６

公
的
年
金
か
ら
町
県
民
税
の

特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

公
的
年
金
等
に
係
る
町
県
民
税

は
、
従
来
は
年
４
回
に
分
け
て
役

場
や
金
融
機
関
等
の
窓
口
で
納
付

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た

（
普
通
徴
収
）が
、
地
方
税
法
の
改

正
に
よ
り
平
成
21
年
10
月
支
給
分

税
理
士
に
よ
る

無
料
税
務
相
談

開
催
日

　

６
月
10
日（
水
）

時

間

　

午
後
２
時
～
４
時

※
一
人
30
分
以
内

場

所

　

役
場 

１
階 

相
談
室

担

当

　

東
海
税
理
士
会
津
島
支
部
所
属

あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税

　

県
で
は
、「
山
か
ら
街
ま
で
緑
豊

か
な
愛
知
」を
目
指
し
、
森
と
緑

を
守
り
育
て
る
た
め
の
事
業
を
行

う
た
め
、
平
成
21
年
度
か
ら
「
あ

い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税
」を
導
入

し
ま
す
。

◉「
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税
」の

概
要

個
人
県
民
税（
住
民
税
）の
納

税
義
務
者
の
方
に
は
平
成
21
年
度

分
か
ら
均
等
割（
年
額
１
０
０
０

円
）に
年
額
５
０
０
円
を
、
法
人

県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
方
に
は

平
成
21
年
４
月
１
日
以
降
開
始
す

る
事
業
年
度
分
か
ら
均
等
割（
年

額
２
万
円
～
80
万
円
）の
５
％（
年

か
ら
前
年
の
公
的
年
金
に
係
る
町

県
民
税
を
差
し
引
い
て
年
金
が
支

給
さ
れ
る
制
度（
特
別
徴
収
）に
改

正
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
改
正
は
、
納
税
者
の
皆

さ
ん
の
利
便
性
の
向
上
と
徴
収
の

効
率
化
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
全

国
一
律
の
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ

る
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
制
度
改
正
は
納
税

方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
、
こ
れ

に
よ
り
新
た
な
税
負
担
が
生
じ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
方

公
的
年
金
に
係
る
個
人
町
県
民

平成21年度以降の公的年金に係る個人町県民税の徴収方法

徴収方法 普通徴収 特別徴収

期　別 上半期 下半期

納付月・年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月

徴収する税額 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

◉平成21年度および特別徴収を開始する年度の徴収方法

上半期は年税額の4分の1ずつを6・8月に普通徴収により納付していただき、下半期は
年税額から普通徴収した額を差し引いた額を10・12・2月の老齢基礎年金等の支給月ご
とに当該年金支払額から特別徴収します。

◉2年目以降の特別徴収方法
期　別 上半期（仮徴収） 下半期（本徴収）

納付月・年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

徴収する税額 前年の下半期分の
税額の3分の1ずつ

年税額から仮徴収した額を
差し引いた額の3分の1ずつ

上半期は前年の下半期の特別徴収額の3分の1ずつを仮徴収し、下半期はその年の
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月
ごとに当該年金支払額から本徴収します。

税
の
納
税
義
務
者
の
う
ち
、
４
月

１
日
現
在
に
お
い
て
国
民
年
金
法

に
基
づ
く
老
齢
基
礎
年
金
等
の
支

払
い
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の

方※
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の

年
額
が
18
万
円
未
満
の
方
、
当

該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が
老

齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
の
年

額
を
超
え
る
方
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
税
額

　

公
的
年
金
に
係
る
所
得
に
対
す

る
個
人
住
民
税
の
所
得
割
額
お
よ

び
均
等
割
額

※
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
給
与

所
得
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、

均
等
割
額
は
給
与
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場 

税
務
課

　

内
線
１
７
５
・
１
７
６

の
税
理
士

内

容

　

相
続
、
贈
与
、
確
定
申
告（
消

費
税
含
む
）な
ど
に
関
す
る
税
務

相
談
全
般

申
込
方
法

　

税
務
課
へ
電
話
で
ご
予
約
く
だ

さ
い
。

そ
の
他

 

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

・
申
告
書
等
の
税
務
書
類
の
作
成

は
行
い
ま
せ
ん
。

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場 

税
務
課

　

内
線
１
７
５
・
１
７
６
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額
１
０
０
０
円
～
４
万
円
）を「
あ

い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税
」と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
ご
負
担
い
た

だ
き
ま
す
。

◉「
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
事
業
」

の
概
要

「
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税
」

を
活
用
し
、
環
境
保
全
や
防
災
性

の
向
上
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
で

私
た
ち
の
快
適
な
暮
ら
し
を
支
え

て
く
れ
て
い
る
森
と
緑
を
、
健
全

な
状
態
で
将
来
に
引
き
継
い
で
い

く
た
め
に
、
❶
森
林
の
整
備
❷
里

山
林
の
保
全
❸
都
市
緑
化
の
推
進

❹
環
境
学
習
等
の
支
援
な
ど
の
事

業
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

❶
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税
に
関

す
る
こ
と

　

西
尾
張
県
税
事
務
所

　

☎
０
５
８
６（
４
５
）３
１
６
９

❷
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
事
業
に

関
す
る
こ
と

・
森
林
・
里
山
林
に
関
す
る
こ
と

　

県
農
林
水
産
部 

森
と
緑
づ
く

り
推
進
室

　

☎（
９
５
４
）６
４
５
５

・
都
市
の
緑
に
関
す
る
こ
と　
　

　

県
建
設
部 

公
園
緑
地
課

　

☎（
９
５
４
）６
５
２
６

・
環
境
学
習
等
に
関
す
る
こ
と

　

県 

環
境
部 

環
境
政
策
課

　

☎（
９
５
４
）６
２
１
０

　

国
民
年
金
は
、20
歳
に
加
入
し
、

60
歳
ま
で
の
40
年
間
の
う
ち
、
最

低
25
年
以
上
の
保
険
料
の
納
付
が

必
要
で
す
が
、
所
得
の
減
少
や
失

業
等
で
経
済
的
に
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
に
は
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
を
免
除
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
を
受
け
た
期
間

に
つ
い
て
は
、
年
金
を
受
給
す
る

時
に
年
金
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

将
来
、
有
利
な
年
金
を
受
け
取
る

た
め
に
は
、
免
除
を
受
け
て
か
ら

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◉
免
除
の
対
象
と
な
る
方

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
前
年
の
所
得（
収
入
）が
少
な

く
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
方

・
失
業
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
方（「
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
」「
離
職
票
」等
が
必

要
）

・
地
方
税
法
に
定
め
る
障
害
者
ま
た

は
寡
婦
控
除
を
受
け
ら
れ
た
方

で
、
前
年
の
所
得
が
１
２
５
万

円
以
下
の
方

・
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
年

度
ま
た
は
前
年
度
に
お
い
て

 

（
災
害
震
災
・
風
水
害
・
火
災

等
）で
、財
産
の
お
お
む
ね
２
分

の
１
以
上
の
損
害
を
受
け
た
方

◉
申
請
免
除
の
種
類

・
全
額
免
除

　

保
険
料
の
全
額（
１
４
６
６
０

円
）が
免
除
さ
れ
ま
す
。

・
４
分
の
３
免
除

　

保
険
料
の
４
分
の
３
を
免
除
し
、

残
り
の
４
分
の
１（
３
６
７
０
円
）

を
納
付
す
る
も
の
で
す
。

・
半
額
免
除

　

保
険
料
の
半
額
を
免
除
し
、
残

り
の
半
額（
７
３
３
０
円
）を
納

付
す
る
も
の
で
す
。

・
４
分
の
１
免
除

　

保
険
料
の
４
分
の
１
を
免
除
し
、

残
り
の
４
分
の
３（
１
１
０
０
０

円
）を
納
付
す
る
も
の
で
す
。

◉
免
除
を
受
け
る
に
は

　

申
請
し
、
承
認
さ
れ
れ
ば
、
保

険
料
が
全
額
ま
た
は
４
分
の
３
免

除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除

に
な
り
ま
す
。
承
認
に
は
、
前
年

の
所
得
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

な
お
、
所
得
に
つ
い
て
は
本
人
・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
所
得
が
審
査

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◉
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

他
の
年
齢
層
に
比
べ
て
所
得
が

少
な
い
若
年
層（
20
歳
台
）の
方

が
、
将
来
、
年
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
、
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

・
本
人
と
配
偶
者
の
所
得
の
み
で

所
得
要
件
を
審
査

　

若
年
者
納
付
猶
予
の
対
象
と
な

る
所
得
の
目
安
は
、
全
額
免
除
と

同
じ
計
算
式
で
求
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
若
年
者
納
付
猶
予
の

場
合
、
世
帯
主
の
所
得
を
除
き
、

本
人
と
配
偶
者
の
所
得
の
み
で
判

定
し
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
世
帯
主
の
所
得
が

高
い
た
め
に
保
険
料
免
除
の
対
象

と
な
ら
な
か
っ
た
方
が
、
若
年
者

納
付
猶
予
の
申
請
に
よ
り
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
猶
予
さ
れ
た
期
間
は

　

年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん　

　

納
付
猶
予
期
間
は
、
将
来
受
け

取
る
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算

入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
障
害
、
遺
族
基
礎
年
金
を

　

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

納
付
猶
予
期
間
中
に
障
害
や
死

亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生

し
た
場
合
に
は
、
障
害
基
礎
年

金
、
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
不
慮
の
事
態
が
生
じ
た
月
の
前

々
月
以
前
の
１
年
間
に
保
険
料

の
未
納
期
間
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳

・
印
鑑

・
所
得
証
明
書
、確
定
申
告
書
写
、

源
泉
徴
収
票（
平
成
21
年
１
月

１
日
現
在
本
町
以
外
で
居
住
し

て
い
た
方
）

申
請
場
所

　

役
場 

住
民
課

免
除
さ
れ
る
期
間

　

平
成
21
年
７
月

　

～
平
成
22
年
６
月

問
い
合
わ
せ
先

　

中
村
社
会
保
険
事
務
所

　

☎（
４
５
１
）３
４
８
５

　

役
場 

住
民
課

　

内
線
１
２
１
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ご
存
じ
で
す
か
？

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
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